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　（注１）　本書中の「公開買付者」とは、カロンホールディングス株式会社をいいます。

　（注２）　本書中の「対象者」とは、株式会社マンダムをいいます。

　（注３）　本書中の「法」とは、金融商品取引法（昭和23年法律第25号。その後の改正を含みます。）をいいます。

　（注４）　本書中の「株券等」とは、株式に係る権利をいいます。

　（注５）　本書中の記載において、日数又は日時の記載がある場合は、特段の記載がない限り、日本国における日数又

は日時を指すものとします。

　（注６）　本書中の「営業日」とは、行政機関の休日に関する法律（昭和63年法律第91号。その後の改正を含みま

す。）第１条第１項各号に掲げる日を除いた日をいいます。

　（注７）　本書の提出に係る公開買付け（以下「本公開買付け」といいます。）は、日本で設立された会社である対象

者の普通株式（以下「対象者株式」といいます。）を対象としております。本公開買付けは、日本法で定め

られた手続及び情報開示基準を遵守して実施されますが、これらの手続及び基準は、米国における手続及び

情報開示基準とは必ずしも同じではありません。特に米国1934年証券取引所法（Securities Exchange Act

of 1934。その後の改正を含み、以下「米国1934年証券取引所法」といいます。）第13条(e)項又は第14条

(d)項及び同条の下で定められた規則は本公開買付けには適用されず、本公開買付けはこれらの手続及び基

準に沿ったものではありません。本書及び本書の参照書類に含まれ又は言及されている全ての財務情報は米

国の会計基準に基づくものではなく、米国の会計基準に基づいて作成された財務情報と同等又は比較可能で

あるものとは限りません。また、公開買付者は米国外で設立された法人であり、その役員の一部又は全部は

米国居住者ではないため、米国の証券関連法に基づき発生する権利又は要求を行使することが困難となる可

能性があります。米国の証券関連法の違反を根拠として、米国外の法人及びその役員に対して、米国外の裁

判所において法的手続を取ることができない可能性があります。加えて、米国外の法人並びに当該法人の子

会社及び関連者（affiliate）に米国の裁判所の管轄が認められるとは限りません。

　（注８）　本公開買付けに関する全ての手続は、特段の記載がない限り、全て日本語において行われるものとします。

本公開買付けに関する書類の全部又は一部については英語で作成されますが、当該英語の書類と日本語の書

類との間に齟齬が存した場合には、日本語の書類が優先するものとします。

　（注９）　本書には、米国1933年証券法（Securities Act of 1933。その後の改正を含みます。）第27Ａ条及び米国

1934年証券取引所法第21Ｅ条で定義された「将来に関する記述」（forward-looking statements）が含まれ

ています。既知若しくは未知のリスク、不確実性又はその他の要因により、実際の結果が「将来に関する記

述」として明示的又は黙示的に示された予測等と大きく異なることがあります。公開買付者又はその関連者

（affiliate）は、「将来に関する記述」として明示的又は黙示的に示された予測等が結果的に正しくなる

ことをお約束することはできません。本書中の「将来に関する記述」は、本書提出日時点で公開買付者が有

する情報を基に作成されたものであり、法令又は金融商品取引所規則で義務付けられている場合を除き、公
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開買付者又はその関連者は、将来の事象や状況を反映するために、その記述を更新したり修正したりする義

務を負うものではありません。

　（注10）　公開買付者及びその関連者（対象者を含みます。）並びにそれらの各ファイナンシャル・アドバイザー並び

に公開買付代理人（これらの関連者を含みます。）は、それらの通常の業務の範囲において、日本の金融商

品取引関連法制上許容される範囲で、米国1934年証券取引所法規則第14e－５条(b)の要件に従い、対象者株

式を自己又は顧客の勘定で本公開買付けの開始前、又は本公開買付けの買付け等の期間（以下「公開買付期

間」といいます。）中に本公開買付けによらず買付け等又はそれに向けた行為を行う可能性があります。そ

のような買付け等に関する情報が日本で開示された場合には、当該買付けを行った者が、そのウェブサイト

上で英語で開示します。
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１【公開買付届出書の訂正届出書の提出理由】
　2025年９月26日付で提出いたしました公開買付届出書（2025年10月６日付で提出した公開買付届出書の訂正届出書、

同年10月10日付で提出した公開買付届出書の訂正届出書、同年11月５日付で提出した公開買付届出書の訂正届出書、同

年11月19日付で提出した公開買付届出書の訂正届出書、同年11月27日付で提出した公開買付届出書の訂正届出書、同年

12月４日付で提出した公開買付届出書の訂正届出書及び同年12月15日付で提出した公開買付届出書の訂正届出書により

訂正された事項を含みます。）につきまして、公開買付者が、2026年１月４日付で小川香料株式会社との間で小川香料

株式会社が所有する対象者株式の全てについて本公開買付けに応募しかつこれを撤回しない旨を電子メールで合意した

ことに伴い、記載事項の一部に訂正すべき事項（公開買付期間を、2025年12月15日付で提出した公開買付届出書の訂正

届出書による延長後の公開買付期間の末日である2026年１月５日から、本書提出日である2026年１月５日から起算して

10営業日を経過した日に当たる2026年１月20日まで延長する旨の訂正を含みます。）が生じましたので、これを訂正す

るため、法第27条の８第２項の規定に基づき、公開買付届出書の訂正届出書を提出するものです。

　また、本公開買付期間の延長に伴い、公開買付届出書の添付書類である融資証明書に変更がありましたので、当該添

付書類である融資証明書を差し替えるものです。

 

２【訂正事項】
Ⅰ　公開買付届出書

第１　公開買付要項

３　買付け等の目的

(1）本公開買付けの概要

(2）本公開買付けの実施を決定するに至った背景、目的及び意思決定の過程並びに本公開買付け後の経営方

針

①　公開買付者が本公開買付けの実施を決定するに至った背景、目的及び意思決定の過程

(3）本公開買付けに関する重要な合意

(5）本公開買付け後の組織再編等の方針（いわゆる二段階買収に関する事項）

４　買付け等の期間、買付け等の価格及び買付予定の株券等の数

(1）買付け等の期間

①　届出当初の期間

(2）買付け等の価格

算定の経緯

（本公開買付価格の公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置等、本公開買付け

の公正性を担保するための措置）

⑦　マジョリティ・オブ・マイノリティ（Majority of Minority）を上回る買付予定数の下限の設定

⑧　本公開買付けの公正性を担保する客観的状況の確保

８　買付け等に要する資金

(2）買付け等に要する資金に充当しうる預金又は借入金等

③　届出日以後に借入れを予定している資金

イ　金融機関

10　決済の方法

(2）決済の開始日

 

Ⅱ　公開買付届出書の添付書類

 

３【訂正前の内容及び訂正後の内容】
　訂正箇所には下線を付しております。
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Ⅰ　公開買付届出書

第１【公開買付要項】

３【買付け等の目的】

(1）本公開買付けの概要

　　（訂正前）

＜前略＞

Ⅰ．本公開買付けの成立前（現状）

 

Ⅱ．本公開買付け成立後（2026年１月上旬）

 

Ⅲ．本再出資（応募合意株主）（2026年１月中旬～２月）（予定）
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Ⅳ．本再出資後（応募合意株主）（2026年１月中旬～２月）（予定）

 

Ⅴ．本スクイーズアウト手続後（2026年４月中旬）（予定）

 

Ⅵ．本再出資（不応募合意株主）（2026年４月～５月）（予定）

 

Ⅶ．本再出資後（不応募合意株主）（2026年４月～５月）（予定）

＜中略＞

　なお、2025年12月15日付の訂正届出書の提出により、公開買付期間は合計で64営業日となることとなり、任意に

延長が可能な公開買付期間である合計60営業日を既に上回っていることから、公開買付者は、今後、法に基づく義

務が生じた場合を除き、追加の公開買付期間の延長を行うことは予定しておりません。下記「(2）本公開買付けの

実施を決定するに至った背景、目的及び意思決定の過程並びに本公開買付け後の経営方針」の「②　対象者が本公

開買付けに賛同するに至った意思決定の過程及び理由」の「（ⅵ）2025年11月４日開催の対象者取締役会以降2025

年12月４日開催の対象者取締役会までの検討の経緯及び同取締役会における判断内容並びにその後の経緯」に記載

のとおり、第三者候補者による第三者候補者提案取引（下記「(2）本公開買付けの実施を決定するに至った背景、

目的及び意思決定の過程並びに本公開買付け後の経営方針」の「②　対象者が本公開買付けに賛同するに至った意

思決定の過程及び理由」の「（ⅵ）2025年11月４日開催の対象者取締役会以降2025年12月４日開催の対象者取締役

会までの検討の経緯及び同取締役会における判断内容並びにその後の経緯」において定義します。以下同じで

す。）の公表の前提条件や公開買付け（第三者候補者提案）（下記「(2）本公開買付けの実施を決定するに至った
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背景、目的及び意思決定の過程並びに本公開買付け後の経営方針」の「②　対象者が本公開買付けに賛同するに

至った意思決定の過程及び理由」の「（ⅵ）2025年11月４日開催の対象者取締役会以降2025年12月４日開催の対象

者取締役会までの検討の経緯及び同取締役会における判断内容並びにその後の経緯」において定義します。以下同

じです。）の開始の前提条件が複数設けられており、公開買付者としては、第三者候補者提案取引の実現可能性

（実際に公開買付け（第三者候補者提案）が開始されるのか否か、いつ開始されるのか）に疑義があるものと考え

ております。公開買付者は、2025年12月15日現在、本公開買付けが不成立になった場合に再度公開買付けを実施す

ることは検討しておらず、仮に本公開買付けが不成立となり、第三者候補者提案取引も実施されない場合には、対

象者の株主の皆様が本公開買付価格以上で対象者株式を売却する機会を失う可能性があると考えております。した

がって、公開買付者は、本公開買付けは、第三者候補者提案取引と比較して、対象者の株主の皆様に対して早期か

つ確実に合理的な売却機会を提供するものであると考えております。

＜後略＞
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　　（訂正後）

＜前略＞

Ⅰ．本公開買付けの成立前（現状）

 

Ⅱ．本公開買付け成立後（2026年１月中旬）

 

Ⅲ．本再出資（応募合意株主）（2026年１月下旬～２月）（予定）
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Ⅳ．本再出資後（応募合意株主）（2026年１月下旬～２月）（予定）

 

Ⅴ．本スクイーズアウト手続後（2026年４月下旬）（予定）

 

Ⅵ．本再出資（不応募合意株主）（2026年４月～５月）（予定）

 

Ⅶ．本再出資後（不応募合意株主）（2026年４月～５月）（予定）

＜中略＞

　なお、2025年12月15日付の訂正届出書の提出により、公開買付期間は合計で64営業日となることとなり、任意に

延長が可能な公開買付期間である合計60営業日を既に上回っていることから、公開買付者は、今後、法に基づく義

務が生じた場合を除き、追加の公開買付期間の延長を行うことは予定しておりません。下記「(2）本公開買付けの

実施を決定するに至った背景、目的及び意思決定の過程並びに本公開買付け後の経営方針」の「②　対象者が本公

開買付けに賛同するに至った意思決定の過程及び理由」の「（ⅵ）2025年11月４日開催の対象者取締役会以降2025

年12月４日開催の対象者取締役会までの検討の経緯及び同取締役会における判断内容並びにその後の経緯」に記載

のとおり、第三者候補者による第三者候補者提案取引（下記「(2）本公開買付けの実施を決定するに至った背景、

目的及び意思決定の過程並びに本公開買付け後の経営方針」の「②　対象者が本公開買付けに賛同するに至った意

思決定の過程及び理由」の「（ⅵ）2025年11月４日開催の対象者取締役会以降2025年12月４日開催の対象者取締役

会までの検討の経緯及び同取締役会における判断内容並びにその後の経緯」において定義します。以下同じで

す。）の公表の前提条件や公開買付け（第三者候補者提案）（下記「(2）本公開買付けの実施を決定するに至った
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背景、目的及び意思決定の過程並びに本公開買付け後の経営方針」の「②　対象者が本公開買付けに賛同するに

至った意思決定の過程及び理由」の「（ⅵ）2025年11月４日開催の対象者取締役会以降2025年12月４日開催の対象

者取締役会までの検討の経緯及び同取締役会における判断内容並びにその後の経緯」において定義します。以下同

じです。）の開始の前提条件が複数設けられており、公開買付者としては、第三者候補者提案取引の実現可能性

（実際に公開買付け（第三者候補者提案）が開始されるのか否か、いつ開始されるのか）に疑義があるものと考え

ております。公開買付者は、2025年12月15日現在、本公開買付けが不成立になった場合に再度公開買付けを実施す

ることは検討しておらず、仮に本公開買付けが不成立となり、第三者候補者提案取引も実施されない場合には、対

象者の株主の皆様が本公開買付価格以上で対象者株式を売却する機会を失う可能性があると考えております。した

がって、公開買付者は、本公開買付けは、第三者候補者提案取引と比較して、対象者の株主の皆様に対して早期か

つ確実に合理的な売却機会を提供するものであると考えております。

　その後、公開買付者は、本公開買付けの成立可能性を高めるため、2025年12月24日以降、対象者の株主である小

川香料株式会社（以下「応募合意株主（小川香料）」といいます。）（所有株式数：339,200株、所有割合：

0.75％）に対して本公開買付けへの応募に関する意向を確認し、2026年１月４日、応募合意株主（小川香料）との

間で、その保有する対象者株式の全てについて本公開買付けに応募しかつこれを撤回しない旨を電子メールで合意

（以下「本応募合意（小川香料）」といいます。）いたしました。なお、公開買付者は、2026年１月５日、対象者

に対し、応募合意株主（小川香料）との間で本応募合意（小川香料）を行った旨を通知いたしました。公開買付者

は、本書の訂正届出書の提出に伴い、法第27条の８第８項及び府令第22条第２項本文の規定により、公開買付期間

を当該訂正届出書の提出日である2026年１月５日より起算して10営業日を経過した日にあたる同年１月20日まで延

長し、合計74営業日とすることといたしました。本応募合意（小川香料）の詳細につきましては、下記「(3）本公

開買付けに関する重要な合意」の「⑤　本応募合意（小川香料）」をご参照ください。

＜後略＞
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(2）本公開買付けの実施を決定するに至った背景、目的及び意思決定の過程並びに本公開買付け後の経営方針

①　公開買付者が本公開買付けの実施を決定するに至った背景、目的及び意思決定の過程

　　（訂正前）

＜前略＞

　なお、2025年12月15日付の訂正届出書の提出により、公開買付期間は合計で64営業日となることとなり、任意

に延長が可能な公開買付期間である合計60営業日を既に上回っていることから、公開買付者は、今後、法に基づ

く義務が生じた場合を除き、追加の公開買付期間の延長を行うことは予定しておりません。下記「②　対象者が

本公開買付けに賛同するに至った意思決定の過程及び理由」の「（ⅵ）2025年11月４日開催の対象者取締役会以

降2025年12月４日開催の対象者取締役会までの検討の経緯及び同取締役会における判断内容並びにその後の経

緯」に記載のとおり、第三者候補者による第三者候補者提案取引の公表の前提条件や公開買付け（第三者候補者

提案）の開始の前提条件が複数設けられており、公開買付者としては、第三者候補者提案取引の実現可能性（実

際に公開買付け（第三者候補者提案）が開始されるのか否か、いつ開始されるのか）に疑義があるものと考えて

おります。公開買付者は、2025年12月15日現在、本公開買付けが不成立になった場合に再度公開買付けを実施す

ることは検討しておらず、仮に本公開買付けが不成立となり、第三者候補者提案取引も実施されない場合には、

対象者の株主の皆様が本公開買付価格以上で対象者株式を売却する機会を失う可能性があると考えております。

したがって、公開買付者は、本公開買付けは、第三者候補者提案取引と比較して、対象者の株主の皆様に対して

早期かつ確実に合理的な売却機会を提供するものであると考えております。

 

　　（訂正後）

＜前略＞

　なお、2025年12月15日付の訂正届出書の提出により、公開買付期間は合計で64営業日となることとなり、任意

に延長が可能な公開買付期間である合計60営業日を既に上回っていることから、公開買付者は、今後、法に基づ

く義務が生じた場合を除き、追加の公開買付期間の延長を行うことは予定しておりません。下記「②　対象者が

本公開買付けに賛同するに至った意思決定の過程及び理由」の「（ⅵ）2025年11月４日開催の対象者取締役会以

降2025年12月４日開催の対象者取締役会までの検討の経緯及び同取締役会における判断内容並びにその後の経

緯」に記載のとおり、第三者候補者による第三者候補者提案取引の公表の前提条件や公開買付け（第三者候補者

提案）の開始の前提条件が複数設けられており、公開買付者としては、第三者候補者提案取引の実現可能性（実

際に公開買付け（第三者候補者提案）が開始されるのか否か、いつ開始されるのか）に疑義があるものと考えて

おります。公開買付者は、2025年12月15日現在、本公開買付けが不成立になった場合に再度公開買付けを実施す

ることは検討しておらず、仮に本公開買付けが不成立となり、第三者候補者提案取引も実施されない場合には、

対象者の株主の皆様が本公開買付価格以上で対象者株式を売却する機会を失う可能性があると考えております。

したがって、公開買付者は、本公開買付けは、第三者候補者提案取引と比較して、対象者の株主の皆様に対して

早期かつ確実に合理的な売却機会を提供するものであると考えております。

　その後、公開買付者は、本公開買付けの成立可能性を高めるため、2025年12月24日以降、対象者の株主である

応募合意株主（小川香料）（所有株式数：339,200株、所有割合：0.75％）に対して本公開買付けへの応募に関

する意向を確認し、2026年１月４日、応募合意株主（小川香料）との間で、本応募合意（小川香料）を行いまし

た。なお、公開買付者は、2026年１月５日、対象者に対し、応募合意株主（小川香料）との間で本応募合意（小

川香料）を行った旨を通知いたしました。公開買付者は、本書の訂正届出書の提出に伴い、法第27条の８第８項

及び府令第22条第２項本文の規定により、公開買付期間を当該訂正届出書の提出日である2026年１月５日より起

算して10営業日を経過した日にあたる同年１月20日まで延長し、合計74営業日とすることといたしました。本応

募合意（小川香料）の詳細につきましては、下記「(3）本公開買付けに関する重要な合意」の「⑤　本応募合意

（小川香料）」をご参照ください。
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(3）本公開買付けに関する重要な合意

　　（訂正前）

＜前略＞

④　本応募契約（ひびき）

＜中略＞

（注）　本応募契約（ひびき）において、応募合意株主（ひびき）は、公開買付者に対して、①設立及び存続、

②契約の締結及び履行、③強制執行可能性、④許認可等の取得、⑤法令等との抵触の不存在、⑥倒産手

続等の不存在、⑦反社会的勢力等との取引の不存在、⑧反収賄等及び⑨株式に対する権利について、表

明及び保証を行っております。

 

　　（訂正後）

＜前略＞

④　本応募契約（ひびき）

＜中略＞

（注）　本応募契約（ひびき）において、応募合意株主（ひびき）は、公開買付者に対して、①設立及び存続、

②契約の締結及び履行、③強制執行可能性、④許認可等の取得、⑤法令等との抵触の不存在、⑥倒産手

続等の不存在、⑦反社会的勢力等との取引の不存在、⑧反収賄等及び⑨株式に対する権利について、表

明及び保証を行っております。

 

⑤　本応募合意（小川香料）

　公開買付者は、2026年１月４日、応募合意株主（小川香料）との間で、その保有する対象者株式の全てについ

て本公開買付けに応募しかつこれを撤回しない旨を電子メールで合意しております。

 

(5）本公開買付け後の組織再編等の方針（いわゆる二段階買収に関する事項）

　　（訂正前）

＜前略＞

　具体的には、公開買付者は、本公開買付けの決済の完了後速やかに、会社法第180条に基づき、対象者株式の併

合（以下「本株式併合」といいます。）を行うこと及び本株式併合の効力発生を条件として単元株式数の定めを廃

止する旨の定款の一部変更を行うことを付議議案に含む臨時株主総会（以下「本臨時株主総会」といいます。）を

開催することを、対象者に要請する予定です。本臨時株主総会の開催時期は、本公開買付けの成立時期により異な

るものの、現時点では、2026年３月上旬頃を予定しております。対象者プレスリリースによれば、対象者は、公開

買付者からかかる要請を受けた場合には、かかる要請に応じる予定とのことです。なお、公開買付者及び不応募合

意株主は、本臨時株主総会において上記各議案に賛成する予定です。

＜後略＞

 

　　（訂正後）

＜前略＞

　具体的には、公開買付者は、本公開買付けの決済の完了後速やかに、会社法第180条に基づき、対象者株式の併

合（以下「本株式併合」といいます。）を行うこと及び本株式併合の効力発生を条件として単元株式数の定めを廃

止する旨の定款の一部変更を行うことを付議議案に含む臨時株主総会（以下「本臨時株主総会」といいます。）を

開催することを、対象者に要請する予定です。本臨時株主総会の開催時期は、本公開買付けの成立時期により異な

るものの、現時点では、2026年３月中旬頃を予定しております。対象者プレスリリースによれば、対象者は、公開

買付者からかかる要請を受けた場合には、かかる要請に応じる予定とのことです。なお、公開買付者及び不応募合

意株主は、本臨時株主総会において上記各議案に賛成する予定です。

＜後略＞
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４【買付け等の期間、買付け等の価格及び買付予定の株券等の数】

（１）【買付け等の期間】

①【届出当初の期間】

　　（訂正前）

買付け等の期間 2025年９月26日（金曜日）から2026年１月５日（月曜日）まで（64営業日）

公告日 2025年９月26日（金曜日）

公告掲載新聞名
電子公告を行い、その旨を日本経済新聞に掲載します。

（電子公告アドレス　https://disclosure2.edinet-fsa.go.jp/）

 

　　（訂正後）

買付け等の期間 2025年９月26日（金曜日）から2026年１月20日（火曜日）まで（74営業日）

公告日 2025年９月26日（金曜日）

公告掲載新聞名
電子公告を行い、その旨を日本経済新聞に掲載します。

（電子公告アドレス　https://disclosure2.edinet-fsa.go.jp/）

 

（２）【買付け等の価格】

算定の経緯

（本公開買付価格の公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置等、本公開買付けの公正性

を担保するための措置）

⑦　マジョリティ・オブ・マイノリティ（Majority of Minority）を上回る買付予定数の下限の設定

　　（訂正前）

　公開買付者は、本公開買付けにおいて、25,285,200株（所有割合：56.02％）を買付予定数の下限と設定

しており、応募株券等の数の合計が買付予定数の下限に満たない場合は、応募株券等の全部の買付け等を行

わないこととしております。なお、本公開買付けにおいては、買付予定数の下限（25,285,200株、所有割

合：56.02％）は、本基準株式数（45,137,222株）から応募合意株主の所有株式数の合計（1,033,090株）及

び不応募合意株式数（4,670,000株）並びに応募合意株式（ひびき）（2,496,700株）を控除した株式数

（36,937,432株）の過半数に相当する株式数（18,468,717株、所有割合：40.92％）に、応募合意株式数

（939,790株）及び応募合意株式（ひびき）（2,496,700株）を加算した株式数（21,905,207株）を上回るも

の、すなわち、公開買付者と利害関係を有さない対象者の株主の皆様が所有する対象者株式の数の過半数、

いわゆる「マジョリティ・オブ・マイノリティ（Majority of Minority）」に相当する数を上回るものとな

ります（なお、応募合意株主（CI11ら）は、公開買付者と利害関係を有しない独立した投資者であるとこ

ろ、本応募契約（CI11ら）は、独立した当事者間で行われた真摯な協議・交渉に基づき締結されたものであ

り、また、西村家株主及び応募合意株主（ひびき）と異なり再出資を予定しているものでもないことから、

本応募契約（CI11ら）の締結の事実により、応募合意株主（CI11ら）が、いわゆる「マジョリティ・オブ・

マイノリティ（Majority of Minority）」条件の判断における、公開買付者と利害関係を有する対象者の株

主に該当することになるものではないと考えております。）。公開買付者は、本公開買付けは、公開買付者

と利害関係を有しない対象者の株主から過半数の賛同が得られない場合には成立せず、対象者の少数株主の

皆様の意思を重視したものであると考えております。
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　　（訂正後）

　公開買付者は、本公開買付けにおいて、25,285,200株（所有割合：56.02％）を買付予定数の下限と設定

しており、応募株券等の数の合計が買付予定数の下限に満たない場合は、応募株券等の全部の買付け等を行

わないこととしております。なお、本公開買付けにおいては、買付予定数の下限（25,285,200株、所有割

合：56.02％）は、本基準株式数（45,137,222株）から応募合意株主の所有株式数の合計（1,033,090株）及

び不応募合意株式数（4,670,000株）並びに応募合意株式（ひびき）（2,496,700株）を控除した株式数

（36,937,432株）の過半数に相当する株式数（18,468,717株、所有割合：40.92％）に、応募合意株式数

（939,790株）及び応募合意株式（ひびき）（2,496,700株）を加算した株式数（21,905,207株）を上回るも

の、すなわち、公開買付者と利害関係を有さない対象者の株主の皆様が所有する対象者株式の数の過半数、

いわゆる「マジョリティ・オブ・マイノリティ（Majority of Minority）」に相当する数を上回るものとな

ります（なお、応募合意株主（CI11ら）は、公開買付者と利害関係を有しない独立した投資者であるとこ

ろ、本応募契約（CI11ら）は、独立した当事者間で行われた真摯な協議・交渉に基づき締結されたものであ

り、また、西村家株主及び応募合意株主（ひびき）と異なり再出資を予定しているものでもないことから、

本応募契約（CI11ら）の締結の事実により、応募合意株主（CI11ら）が、いわゆる「マジョリティ・オブ・

マイノリティ（Majority of Minority）」条件の判断における、公開買付者と利害関係を有する対象者の株

主に該当することになるものではないと考えております。また、応募合意株主（小川香料）は、公開買付者

と利害関係を有しない独立した投資者であるところ、本応募合意（小川香料）は、独立した当事者間で行わ

れた真摯な協議・交渉に基づくものであり、また、西村家株主及び応募合意株主（ひびき）と異なり再出資

を予定しているものでもないことから、本応募合意（小川香料）を行った事実により、応募合意株主（小川

香料）が、いわゆる「マジョリティ・オブ・マイノリティ（Majority of Minority）」条件の判断におけ

る、公開買付者と利害関係を有する対象者の株主に該当することになるものではないと考えておりま

す。）。公開買付者は、本公開買付けは、公開買付者と利害関係を有しない対象者の株主から過半数の賛同

が得られない場合には成立せず、対象者の少数株主の皆様の意思を重視したものであると考えております。

 

⑧　本公開買付けの公正性を担保する客観的状況の確保

　　（訂正前）

　公開買付者は、対象者との間で、対象者が対抗的買収提案者と接触することを禁止するような取引保護条

項を含む合意等、対抗的買収提案者が対象者との間で接触することを制限するような内容の合意を行ってお

りません。また、公開買付者は、公開買付期間を法令に定められた最短期間である20営業日より長い64営業

日に設定しております。公開買付者は、公開買付期間を法令に定められた最短期間より長期に設定すること

により、対象者の株主の皆様に本公開買付けに対する応募について適切な判断機会を確保するとともに、対

象者株式について公開買付者以外の者にも対抗的な買付け等を行う機会を確保することをもって本公開買付

価格の適正性を担保することを企図しております。

 

　　（訂正後）

　公開買付者は、対象者との間で、対象者が対抗的買収提案者と接触することを禁止するような取引保護条

項を含む合意等、対抗的買収提案者が対象者との間で接触することを制限するような内容の合意を行ってお

りません。また、公開買付者は、公開買付期間を法令に定められた最短期間である20営業日より長い74営業

日に設定しております。公開買付者は、公開買付期間を法令に定められた最短期間より長期に設定すること

により、対象者の株主の皆様に本公開買付けに対する応募について適切な判断機会を確保するとともに、対

象者株式について公開買付者以外の者にも対抗的な買付け等を行う機会を確保することをもって本公開買付

価格の適正性を担保することを企図しております。
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８【買付け等に要する資金】

（２）【買付け等に要する資金に充当しうる預金又は借入金等】

③【届出日以後に借入れを予定している資金】

イ【金融機関】

　　（訂正前）

 借入先の業種 借入先の名称等 借入契約の内容 金額（千円）

１ － － － －

２ 銀行

三菱ＵＦＪ銀行

（東京都千代田区丸の内

一丁目４番５号）

買付け等に要する資金に充当するための

借入れ（注）

(1）タームローンＡ

借入期間：７年（分割弁済）

金利　　：全銀協日本円TIBORに基

づく変動金利

担保　　：対象者株式等

(2）タームローンＢ

借入期間：７年（期限一括弁済）

金利　　：全銀協日本円TIBORに基

づく変動金利

担保　　：対象者株式等

(3）ブリッジローン

借入期間：12ヶ月（期限一括弁済）

金利　　：年利0.25％

担保　　：対象者株式等

(1）タームローンＡ

10,000,000

 

(2）タームローンＢ

30,000,000

 

(3）ブリッジローン

20,000,000

計(b) 60,000,000

　（注）　公開買付者は、上記金額の融資の裏付けとして、三菱ＵＦＪ銀行から、600億円を限度として融資を行う用意

がある旨の融資証明書を2025年12月15日付で取得しております。なお、当該融資の貸付実行の前提条件とし

て、本書の添付書類である融資証明書記載のものが定められる予定です。上記金額には、本取引に要する資金

のほか、既存借入金の返済資金及びこれらの付帯費用に充てることができる資金が含まれています。
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　　（訂正後）

 借入先の業種 借入先の名称等 借入契約の内容 金額（千円）

１ － － － －

２ 銀行

三菱ＵＦＪ銀行

（東京都千代田区丸の内

一丁目４番５号）

買付け等に要する資金に充当するための

借入れ（注）

(1）タームローンＡ

借入期間：７年（分割弁済）

金利　　：全銀協日本円TIBORに基

づく変動金利

担保　　：対象者株式等

(2）タームローンＢ

借入期間：７年（期限一括弁済）

金利　　：全銀協日本円TIBORに基

づく変動金利

担保　　：対象者株式等

(3）ブリッジローン

借入期間：12ヶ月（期限一括弁済）

金利　　：年利0.25％

担保　　：対象者株式等

(1）タームローンＡ

10,000,000

 

(2）タームローンＢ

30,000,000

 

(3）ブリッジローン

20,000,000

計(b) 60,000,000

　（注）　公開買付者は、上記金額の融資の裏付けとして、三菱ＵＦＪ銀行から、600億円を限度として融資を行う用意

がある旨の融資証明書を2026年１月５日付で取得しておりますなお、当該融資の貸付実行の前提条件として、

本書の添付書類である融資証明書記載のものが定められる予定です。上記金額には、本取引に要する資金のほ

か、既存借入金の返済資金及びこれらの付帯費用に充てることができる資金が含まれています。

 

１０【決済の方法】

（２）【決済の開始日】

　　（訂正前）

2026年１月13日（火曜日）

 

　　（訂正後）

2026年１月27日（火曜日）
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Ⅱ　公開買付届出書の添付書類
(1）公開買付条件等の変更の公告

　公開買付者は、本公開買付けについて、買付条件等の変更を行ったため、2026年１月５日付で「公開買付条件等の

変更の公告」の電子公告を行いました。当該「公開買付条件等の変更の公告」を2025年９月26日付公開買付開始公告

（同年11月５日付「公開買付条件等の変更の公告」、同年11月19日付「公開買付条件等の変更の公告」、同年11月27

日付「公開買付条件等の変更の公告」及び同年12月15日付「公開買付条件等の変更の公告」により変更された事項を

含みます。）の変更として本公開買付届出書の訂正届出書に添付いたします。なお、「公開買付条件等の変更の公

告」を行った旨は、日本経済新聞に遅滞なく掲載する予定です。

 

(2）融資証明書

　公開買付者は、本公開買付けについて買付条件等の変更を行ったことに伴い、公開買付者が取得した融資証明書に

変更がありましたので、株式会社三菱ＵＦＪ銀行による融資証明書を新たに添付いたします。
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